
岩手県告示第196号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定に基づき、県営夏川地

区土地改良事業に係る換地計画を定めるに当たり、次の土地を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定める土地とし

て指定した。 

  平成22年３月９日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

地積を特に減じて換地を定める土地の所在等 

所 在 地 番 地 目 用 途 地 積 特に減じる地積 

 

一関市花泉町油島字廻戸 

〃 

一関市花泉町油島字中原田 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字愛宕前 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字上原田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字下原田 

〃 

〃 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字東大川原 

〃 

〃 

一関市花泉町油島字貝鳥 

一関市花泉町油島字外別当 

一関市花泉町油島字中大川原 

 

10番 

11番 

33番 

50番 

77番 

95番 

19番１ 

30番２ 

63番１ 

64番 

69番１ 

100番２ 

106番 

141番 

５番 

52番１ 

55番１ 

77番１ 

92番 

103番 

176番１ 

100番 

123番１ 

134番２ 

158番 

168番 

52番 

60番 

76番１ 

248番１ 

62番３ 

41番 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

㎡ 

1,002 

979 

1,031 

617 

1,030 

1,029 

346 

1,027 

689 

1,500 

1,530 

459 

1,010 

978 

1,093 

980 

447 

161 

1,038 

465 

322 

1,003 

1,407 

279 

879 

1,031 

1,005 

1,058 

554 

802 

398 

976 

㎡

520

372

405

61

547

200

185

520

679

191

340

224

600

455

195

112

105

34

665

67

87

993

297

112

203

480

232

112

100

150

134

385
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